
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
2審査

｡■■

該状態が3月を超えて継続している場 と

合に限る)となったもの ・脳死状態と初めて診断された日が診査日後であること

・脳死状態について､脳幹を含む脳の機能が不可逆的に停止した

状態(医学的脳死)であり､｢臓器の移植に関する法律｣(平成9年

7月16日法律第104号)における法的脳死ではないこと

・障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

○遷延性植物状態の場合

・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

‘診断書は原因となった障害が脳卒中や頭部外傷の場合は｢肢体

の障害用診断書｣､その他の障害が原因となっている場合は｢肢

体の障害用診断書｣もしくはその障害に応じた様式の診断書である

こと

・診断書備考欄等に遷延性植物状態と初めて診断された日の記

入があること

・遷延性植物状態と初めて診断された日が診査日後であること

診断書の現症日力魑延性植物状態と初めて診断された日より3

月を超えていること

・障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

⑦人工呼吸器を装着したもの(1月を超え ・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

て常時装着している場合に限る） ・診断書は原則｢肢体の障害用診断書｣であること

・診断書備考欄等に人工呼吸器の装着日及び常時装着している

ことの記載があること

・装着日が診査日後であること

・診断書の現症日が装着日より1月を超えていること

・陽圧換気を行わない鼻カニュラ､顔ﾏｽｸ等を使用した外来受診

時もしくは入院中の酸素療法及び在宅酸素療法､酸素テント療

法､高気圧酸素療法などの保存的酸素療法による機器の装着で

はないこと。

・障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

⑧両眼の視力が0,04以下のもの ・診査日の障害の等級が3級であること

・診断書に右眼と左眼の矯正視力(※)がそれぞれ0．04以下であ

ることが記入されていること

・障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第1節眼の障害｣の｢2認定要領(1)視力障害｣により

取り扱うこと

該状態が3月を超えて継続している場

合に限る)となったもの

と

．脳死状態と初めて診断された日が診査日後であること

･脳死状態について､脳幹を含む脳の機能が不可逆的に停止した

状態(医学的脳死)であり､｢臓器の移植に関する法律｣(平成9年

7月16日法律第104号)における法的脳死ではないこと

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

○遷延性植物状態の場合

･診査日の障害の等級が2級又は3級であること

‘診断書は原因となった障害が脳卒中や頭部外傷の場合は｢肢体

の障害用診断書｣､その他の障害が原因となっている場合は｢肢

体の障害用診断書｣もしくはその障害に応じた様式の診断書である

こと

･診断書備考欄等に遷延性植物状態と初めて診断された日の記

入があること

･遷延性植物状態と初めて診断された日が診査日後であること

診断書の現症日力耀延性植物状態と初めて診断された日より3

月を超えていること

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

･診査日の障害の等級が2級又は3級であること

･診断書は原則｢肢体の障害用診断書｣であること

･診断書備考欄等に人工呼吸器の装着日及び常時装着している

ことの記載があること

･装着日が診査日後であること

･診断書の現症日が装着日より1月を超えていること

･陽圧換気を行わない鼻カニュラ､顔ﾏｽｸ等を使用した外来受診

時もしくは入院中の酸素療法及び在宅酸素療法､酸素テント療

法､高気圧酸素療法などの保存的酸素療法による機器の装着で

はないこと。

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第5節肢体の障害｣の｢第4肢体の機能の障害｣により

取り扱うこと

⑦人工呼吸器を装着したもの(1月を超え

て常時装着している場合に限る）

･診査日の障害の等級が3級であること

･診断書に右眼と左眼の矯正視力(※)がそれぞれ0．04以下であ

ることが記入されていること

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第1節眼の障害｣の｢2認定要領(1)視力障害｣により

取り扱うこと

⑧両眼の視力が0,04以下のもの

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

2審査

(※)2認定要領(1)ウに該当する場合は裸眼視力によること

･診査日の障害の等級が3級であること

･診断書に右眼と左眼の矯正視力(※)のうち､一眼の視力が0‘02

以下となり､かつ､他眼の視力が0.06以下であることが記入されて

いること

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第1節眼の障害｣の｢2認定要領(1)視力障害｣により

取り扱うこと

(※)2認定要領(1)ウに該当する場合は裸眼視力によること

･診査日の障害の等級が3級であること

･診断書に聴力レベルが左右とも90db(デシベル)以上であること

が記入されていること

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第2節聴力の障害｣により取り扱うこと

･診査日の障害の等級が3級であること

･診断書に喉頭全摘とその手術日が記入されていること

･喉頭全摘の手術日が診査日後であること

･障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

基準｣の｢第4節口腔の障害｣の｢第2言語機能の霜害｣により

取り扱うこと

⑨一眼の視力が0．02以下､他眼の視力

が0．06以下のもの

⑩両耳の聴力レベルが90デシベル以上

のもの

⑪喉頭を全て摘出したもの

⑫一上肢を腕関節以上で失ったもの

⑬一下肢を足関節以上で失ったもの

⑭両下肢をリスﾌﾗﾝ関節以上で失ったも

の

⑮両下肢の全ての足指を失ったもの

・診査日の障害の等級が3級であること

･CRT(心臓再同期医療機器)又はCRT-D(除細動器機能付き心

臓再同期医療機器)を装着したものであること

・装着日力診断書に記入されていること

・装着日が診査日後であること

・診断書の現症日が装着日以降であること

・障害の程度の認定にあたっては原則｢厚生年金保険の障害認定

⑯心臓再同期医療機器(心不全を治療

するための医療機器をいう)を装着した

もの

基準｣の｢第9節心疾患｣により取り扱うこと

一日
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
2審査

【障害状態ﾁｪﾂｸｼｰﾄ(請求者記入)】(新法用)(1／2）

（表面）

障害状態チェックシート（請求者記入）

･降雪基鐙年金および悶醤厚生年金の受給権者の阻雪の程度が趣くなり、下表の1～22のいずれかに
骸当した堀合は．前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます．

.下の太枠棚に咳当する縄蓄の状態をチェックし、診断書と一蒲に医師に渡してください。

･年金額の改定鯖求をし域吉桑必すしも上位等級が盗められるものではありませんのでご了承ください．

（表面）

障害状態チェックシート（請求者記入）

･降雪基鐙年金および悶醤厚生年金の受給権者の阻雪の程度が趣くなり、下表の1～2Zのいずれかに
骸当した堀合は．前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます．

.下の太枠棚に咳当する縄蓄の状態をチェックし、診断書と一蒲に医師に渡してください。

･年金額の改定鯖求をし域吉桑必すしも上位等級が盗められるものではありませんのでご了承ください．

(前回診査日）平成 年 月 日茅槌俣記入(前回診査日）平成 年 月 日茅槌俣記入

番
暑
－
１
－
２
３

番
号

１
’
２
３

障蚕の状態障蚕の状態．V

－

V

両眼の視力の和が0．04以下のもの両眼の視力の和が0.04以下のもの

両眼の視力の和が0.05以上0．08以下の壱の

8尋分した視翻のそれぞれの方向につき測定した禰眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視臓のそれぞれの方向につき

測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

喉諏を全て掘出したもの

両眼の視力の和が0.05以上0．08以下の壱の

8尋分した視翻のそれぞれの方向につき測定した禰眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視臓のそれぞれの方向につき

測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

喉諏を全て掘出したもの

「「１－１
１
－
１

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

こ
の
太
枠
の
該
当
棚
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

こ
の
太
枠
の
該
当
棚
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

44

５
６
７
８
９
｜
、
皿
哩
一
画

５
６
７
８
９
｜
、
皿
哩
一
画

診
断
饗
を
記
入
さ
れ
る
医
師
の
方
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

診
断
饗
を
記
入
さ
れ
る
医
師
の
方
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

両上肢の全ての指を欠くちの

両下肢を足間函以上で欠くもの

両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

両上肢の全ての指を欠くちの

両下肢を足間函以上で欠くもの

両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

－上肢の全ての措を欠くちの

両下鼓の全ての抱を欠くもの

－下肢を足間師以上で欠くちの

四肢または手掴善しくは定指が完全麻癖したもの（脳血菅罷害または荷髄の器質的は蝉奮

によるものについては、当咳状態が6月を惑えて鞭銃している埋合に限る）

※完全麻癖の範睡が広がった場合も含む

心臓を移植しだものまたは人工心臓（摘助人工心盤を含む）を装着したもの

心騒再同期医療機器〈心不全左治療するための医擬機筆をいう）を装精したちの

人工遇折を行うもの（3月を超えて継続して行っている埋合に限る）

6月を超えて腱綴して人工肛門蓮使用し、かつ、人工麗胱（ストーマの処侭をしないもの

に限る）を使用しているもの

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置莚行ったもの（人工肛門を使用した状態及び尿

鐙の変更を行った状態が6月を超えて鞭認している埋合に限る）

人工肛門を使用し、かつ鴫排尿の機能に隠琶を残す状態（留置カテーテルの使用又は吉己

源尿を癖に必要とする状態をいう）にあるもの（人工肛門を使用した状態及び排尿の撮能

に障害を残す状態が6月を超えて継続している壜合に限る）

磁死状態（脳紳を含む全越の機能が不可逆的に停止するに至った状憩をいう）または迩砥

性植物状態（蔭騒騨害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継

継している場合に限る）となったもの

人工呼吸器を装着したちの（1月を超えて常時芸覇している場合に限る）

一上肢の全ての措を欠くもの
－

両下鞍の全てのおを欠くもの

一上肢の全ての措を欠くもの

両下鼓の全ての抱を欠くもの

－下肢を足間師以上で欠くちの

四肢または手掴善しくは定指が完全麻癖したもの（脳血菅罷害または荷髄の器質的は蝉審

によるものについては、当咳状態が6月を惑えて鞭銃している埋合に限る）

※完全麻癖の範睡が広がった場合も含む

心臓を移植しだものまたは人工心臓（摘助人工心盤を含む）を装着したもの

心騒再同期医療機器〈心不全左治療するための医擬機筆をいう）を装精したちの

人工遇綱を行うもの（3月を超えて継続して行っている埋合に限る）

－下肢を足間節以上で欠くもの

四肢または手掴善しくは足指が完全麻癖したもの（脳血管源害または荷髄の器質的は蹄審

によるものについては、当咳状態が6月を惑えて鞭銃している埋合に限る）

※完全麻癖の範囲が広がった場合壱含む

心臓を移植したものまたは人工心臓（描助人工心澱を含む）を装稽したもの

心騒再同期医療機器（心不全種治療するための医擬機篝をいう）を装精したもの

人工遇折を行うもの（3月を超えて継続して行っている埋合に限る）

6月を超えて腱編して人工肛門唾使用し、かつ、人工膀胱（ストーマの処侭琶しないもの

に限る）を使用しているもの

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置莚行ったもの（人工肛門を使用した状態及び尿

路の変更を行った状態が6月を超えて鞭認している埋合に限る）

人工肛門を使用し、かつ鴫排尿の機能に隠琶を残す状態（留置カテーテルの使用又は吉己

源尿を癖に必要とする状態をいう）にあるもの（人工肛門を使用した状態及び排尿の撮能

に障害を残す状態が6月を超えて継続している壜合に限る）

磁死状態（脳紳を含む全越の機能が不可逆的に停止するに至った状憩をいう）または迩砥

性植物状態（恵鐙陣塞により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継

総している場合に限る）となったもの

人工呼吸器を装着したちの（1月を超えて常時蓑覇している場合に限る）

1414

■■
I■■■■■■■■■

l

'll三

娼一蝿一”

一
一 ■ロ

1818

1919

■
■
■
■
■
■
■

－

~~~1

2020

2121

22

1 《腿入国’

22

’
(妃入日） ’| ’’ (諭求言氏名）(諭求言氏名）平成 年 月 日平成 年 月 臼

※障害の状照に対応する診断書は襄砺をご確鰡ください．※障害の状照に対応する診断書は襄砺をご確鰡ください．
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
2審査

【診断書作成時の注意事項】(新法用)(2/2）

（裏面）

診断書作成時の注意事項（診断謡を作成する医師の皆さまへ）

､表面でチェックされている障害の状態に対応する蚕号の「注意事項」をご確認いただき、
必要な項目について診断書の備考欄に記入してください。

蓑号

害“■）

1～4

注思璽項診断■
【■

眼

診断書の記入上の注意をお厩みください蓮睦覚5～フ

肢体8～13

その原･簔全底痘と診断した日及び、その後に経過（再発、麻癖の晦團の拡大、その原
因等）がある場合はその経過を診断書の備考欄に記入してください．

記入例「平成○年0月0日、完全麻騨と診断」
『ロコの再莞によりCOから△△に範回が拡大し､範囲虹大部分を0
年0月0日、完全麻癖と診断響」

・上記の他、診断書の記入上の注意筵お読みください．

診断雪の妃入上の注騒をお羨みください．

肢体14

繩環器15

’
重症心不全に骸当しないケースで、心臓再同期医療槻器にRT又はCRT-D)
を袈繭した囎合は、診断書の傭割刷に装輪臼を記入してください。

記入例『平麟○年○月｜。曰、CRT装稲」

上記の他、診断諾の記入上の注恵をお暁みください。

砺蕊蒲16

闘疾懇17

その他18～20

し､．

記入例『平磁･年0月○日、脳死状態と診断」

･上記の他、診断書の混入上の注麓をお鱗みください。

饗本鎗求に鐙いては醸幹を含む劃の僕旋拶不可遠鋤に停止し涯状蟻〈鴎学的蝶死）をいし､。『脳泌
の移側に間す藷羨揮(平嘩9年7月16日法趣鍍104曙>Jにおける法的鰯死は含み露ゼん．肢体21

･遷延性極勃猿態の鳴合､遷延性梛物状態と診断した臼を診断書の備考欄に肥入
してください口

肥入例「平成つ零0月○日、遷延性植物状態と診断』

､上記の他、診断書の記入上の注意をお読みください4

､人工呼吸器の装輪白及び常時装舗の有無を診断書の儀考棚に腿入してくださ
い。

記入例『平成，隼○月･己以後、人工呼吸論を謂時装朝』

・上記の他．診断雷の記入上の注恵をお読みください。

肢体

又は

呼吸器

22

’

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

2審査

【障害状態ﾁｪｯｸシート(請求者記入)】(旧法用)(1／2）

（表面）

障害状態チェツクシート（請求者記入）

旧法の極言年金（昭和61年3月以前に受ける権利が発生した阻蓄年金）の受糧権者の陣智の程度が重くな

り、下簔の旧1～旧20のいずれかに該当した場合は、前回診萱日から1年を待たずに年金額の改定請求を

行うことができます・

下の太枠櫛に咳当する障害の状態をチェックし、診断書と一藷に医師に渡してください。

・年金額の改定鮒求をした結果、必ずしも上位等級が露められるものではありませんのでご了承ください．

（表面）

障害状態チェツクシート（請求者記入）

旧法の極言年金（昭和61年3月以前に受ける権利が発生した阻蓄年金）の受糧権者の陣智の程度が重くな

り、下簔の旧1～旧20のいずれかに該当した場合は、前回診萱日から1年を待たずに年金額の改定請求を

行うことができます・

下の太枠櫛に咳当する障害の状態をチェックし、診断書と一藷に医師に渡してください。

・年金額の改定鮒求をした結果、必ずしも上位等級が露められるものではありませんのでご了承ください．

(前回診査日）平成 年 月 日楽膿隅記入(前回診査日）平成 年 月 日楽膿隅記入

博書の状遡（国民年金注）■号ヅ

■■|旧ユ 1両眼の税力の和が0.04以下のもの ’

「「 旧2両耳の聴力孤失が90デシベル以上のもの

旧3両上肢の全ての指を欠くちの

旧4両下賎を足間節以上で欠くもの

両上肢の全ての指を欠くちの
－

圃

診

断
書
を
記
入
さ
れ
る
医
師
の
方
は
哀
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

断
書
を
記
入
さ
れ
る
医
師
の
方
は
哀
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

回
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
国

こ
の
太
枠
の
該
当
棚
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

こ
の
太
枠
の
該
当
棚
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

腺奮の択鍾（厚生年金保険湊）畳号

旧5 両眼の視力が0．02以下のもの

旧6両眼の視力が0．04以下のちの

旧7一眼の視力がO.02以下、他眼

旧8両耳の聴力レベルが90デシベ

旧9喉諏を全て掘出し走もの

旧10両上肢を腕関節以上で失ったも

旧11岡下肢を足関節以上で失ったも

旧12－上肢を腕関節以上で失った宅

旧13－下肢を足関節以上で失ったも

旧14両下肢をリスフラン側甑以上で

旧15両下肢の全ての足指を失つだ宅

両躯の視力が0.04以下のもの

一眼の視力が0.02以下、他眼

両頁の聴力レベルが90デシベ

喉頭を全て掘出しだもの

両上肢を腕関節以上で失った壱

岡下肢を足関節以上で失ったも

一上肢を腕間顔以上で失ったも

－下肢を足関節以上で失ったも

雨下股をリスフラン醐師以上で

源下肢の全ての足指を失つだも

の視力が0.06以下のもの

ル以上のもの

の

の

の

の

失った壱の

の

旧161心臓再同期医振搬謡（心不全を治療するための医療拠器壷いう）を装着したもの

障害の稚醸（国嘩金法･厚生年金係険法共還）番号

’
四肢又は手指宕しくは足括が完全麻癖したもの(脳血菅隠雷又は脊髄の器質的な隠醤

によるものについては、当盤状態が6月を超えて継続している塲合に限る）

※宰余唾癖の範囲が広がった場合も含む
■■■■■■■■■■■

－

’旧19

旧20

卜
’’ (溺求者氏名）(溺求者氏名）(配入日）平威 年 月 巳(配入日）平威 年 月 巳

※臆害の状態に対応する診断書は裏面をご確認ください．※臆害の状態に対応する診断書は裏面をご確認ください．

L
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旧17

旧18 心馳を移植したものまたは人工心臓〈描勤人工心臓を含む）を装漕したもの

脳死状態(総幹渥含む全脳の磯繼が不可逆的に像止するに至った状態をいう）または

擁延性推物状鵬(意捌簿蜜により昏睡した状態にあることをいい､当該状態が3月を

超えて維凝している鳩合に限る）となつだもの



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
2審査

I

【診断書作成時の注意事項】(旧法用)(2/2）

(褒面）

診断書作成時の注意事項（診断書を作成する医師の皆さまへ）

､表面でチェックされている障害の状態に対応する蕎号の「注意事項」をご確認いただき、
必要な項目について診断書の備考柵に記入してください。

言号
衝の唆型

注意事頂陸顧客ｒ

巳

■

Ｄ

ｒ【■

旧1，旧5～7 眼

I騒覚旧2，旧＆旧9 診断書の記入上の注意をお暁みください‘

旧3，旧4，

旧10～15
肢体

･重症心不全に該当し雄いケースで、心髄再同期医療椴器(CRT又はCRT-D)

を装稔した鰯合は、診断害の緬考柵に装巷日を記入してください。

記入例「平成･年O月旦日、CRT義翰」

･上記の他、診断書の記入上の注憲をお銃みください．

.完全廃簿と診断した日及び、その後に経過（再発．麻揮の範囲の縦大.その

原因辱）がある秘合はその経過を診断書の備考欄に記入してください鋤

記入例『平成つ年･月○日．完全麻掬と診断』

「ロロの再発によりCOから△△に範囲が掘大し、範園蛎大部分を

C年0月0日、完全麻癖と診断.」

･上記の他、診断雷の記入上の注黛をお雛みください心

旧16 術環器

肢体旧17

診断書の記入上の注恵をお既みください“砿環窯旧18

･脳死状態識の場合、脳死状態と診断した日を診断書の備考梱に記入してくだ

さいご

記入例「平成0年○月○日、脳死状態と診断』

．上龍の他、診断書の記入上の注怠をお蔑みください。

識木謂求にあいては脳､灘含む庇の臘臆が不可逆的に停批した状魍（睡謬的隈死）種いい、「醐
醐の移植に閲する法抑(平成9年7月“巳法掘鰭1“母〕jにおける法的脳死は含みません宮旧19 肢体

･遷鋤生掴物状態の堀合．遷延性欄物状態と診断した日を診断書の備考側に肥

入してください。

記入例【平雄○年○月ロ日、遷延性Im物状態と診断」

･上記の他舎診蹄雲の記入上の注壷をお続みください．

’

･人工呼吸龍の蓑着日及び謂時装着の有繍を診断書の蜘考欄に記入してくださ

い｡

紀入例『平成･年0月つ日以後．人工呼吸器を常時装葛」

･上肥の他、診断雪の記入上の注蔵をお銃みください曇

肢体
又は

呼吸認

旧20
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’

’
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3．認定



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
3認定

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

’’
口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

【参剰

障害年金寶査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては､【給付指2016-67】
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成
I

’
’ 口障害状態認定調書(以下､「認定調書｣という｡）を作成すること。 【参照】

精神障害については、 【給
付指2016-67】「別添5

精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領」P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めすること。

②認定調書､診断書､前回診断書(決定時診断書等)の写､額改定請求書、

加給年金額関係書類等その他の添付書類の順にホチキスでとめる。

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し確認事項がある場合は､認定調書の事務連絡欄に記載するこ

と。

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書等を作成する

こと｡なお､例外的に同じ認定調書等を複数回の認定に使用する場合は､認定

結果が区別できるよう記入すること。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入すること。

惨禰
認定依頼にかかる事務取

扱については、【給付指
2016-67]別添4を参鎧

(2)過去の認定関係書類の確認

’ 口過去の認定における資料が必要な場合は､写しを添付すること。

障害認定医に認定関係書類を預ける場合は､控えとして写しを取得するごと。

提出された診断書の記載内容により過去の認定時資料(届書･診断書･認定調

書･その他参考資料)が必要となる場合で､過去の認定時資料が年金事務所等

に保管されている場合は､審査担当者から年金事務所に対して送付依頼をするこ

と。

(3)総括表の作成

J
’

□ 「総括表｣を作成すること。

口総括表に審査依頼件数を記入すること。

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)一枝番」

とする。

(4)年金給付受付システムへの登録

’ ！
口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

3認定

【総括表、

総括表総括表 別紙1別紙1

NeNe

1 ．塁童君 ’1 ．塁童君 ’

l l l l ll l l l l
溌載停墓行
癖クダ録1
溌載停墓行
癖クダ録1別竃のとおり毒壷したことを砿腿する，別竃のとおり毒壷したことを砿腿する， 昭定印昭定印以下の届書尋について以下の届書尋について

平症 年 月 臼平症 年 月 臼

垂“除敷|審塞悲零|譜職鴬｜ I､鮭 ｜害麦驚零健|饗ﾇ義｜

’ l l o l o ｜ ｜〔画雪】

審五素憲手佛
数

漢戴【専暴Jお
まヴク…

蕃壷慰暖件歎
l甚重嘩台靴

小鮭塞華鯛件数 塞審窪了件数

(贋考〕

0 0

眉書等眉番募
一

新規裁定新規裁定

両腫定両腫定
00 1 0Ⅱ

その他その他
O I O00

））く
一
く
一

その他その他
0 1 00 0

））く
一
く
一

その他その他
0 00 0

））《《

, ’ ｡ ’ ‘ ｜ ･ ’ ，
0 00 00合計合計

決謹鰹浅)者は､甥定甥書等に麗定印が押印されているか誼肥し､チェック欄にヅを記入すること｡決謹鰹浅)者は､甥定甥書等に麗定印が押印されているか誼肥し､チェック欄にヅを記入すること｡※1鯉定朗書等毎に押印のある瀦合は※1鯉定朗書等毎に押印のある瀦合は

※2決裁(専調毒は.各棚の件致が正しいか苑肥し､ﾁｪｯｸ樹に′を館入寸ることご
※3決裁I土哩窟巳単位で行うこ曇
※2決裁(専調毒は.各棚の件致が正しいか苑肥し､ﾁｪｯｸ樹に′を館入寸ることご
※3決裁I土哩窟巳単位で行うこ曇

【総括表(記入例)】

別紙1(記入例）別紙1(記入例）

付需となる『麗定年月日細道府県
ｺｰド銭番』を配戴［てください唇
付需となる『麗定年月日細道府県
ｺｰド銭番』を配戴［てください唇

麗定蜘書等に浬定内容が正しく肥峨されているごとを砿配した
上壱麗定医印を押印してください．

～、以下の届書等について.別落のとおり審垂したことを穂鯉する｡

｢需蕊蕊罷寵魏…，
零成諏年9月 1日

糯謂誤答

哩定卿書等に浬定内容が正しく肥戦されている筐とを砿配した
上壱麗定医印を押印してください。

以下の届書等について.別澪のとおり審垂したことを穂鯉する｡

審五依瀕件数を記入してくださいu
（前回塞寄挺焼となっているものも含む._〕

成諏隼9月 1日

審蚕腿暁件蝕
U■画■好白材B

小柵奮毒了件数届書等 件数毒

新製壁定
355“ 30

羨載《霊）令
＝"浅墓、
－

ゾ寺

羨載《準3令
圭ツク嵐窪1

ゾ

麗定印麗定印
、
合
狐
る

く
渦
定
い雲

印
の
は
さ

押
印
識
印

醗
熱

定
毎
専
印

哩
等
く
定

に
警
戴
浬

霊
趣
織
琴

捻
鯉
は
書

、
合
狐
る

く
渦
定
い雲

印
の
は
さ

押
印
識
印

醗
熱

定
毎
専
印

哩
等
く
定

に
警
戴
浬

霊
趣
織
琴

捻
鯉
は
書③③ か霞垂し、チェック槻に′を記
入してください。
か霞垂し、チェック槻に′を記
入してください。

毒素完了
毒篭手了 ｜§甥認醗箆〔写浸】念

畷二”堪塞2

考）考）

55

再淫定再淫定
2 1 1 1 1 01 1 1 1 11

－１

1 02

その日に審壷が終わらなかった
件数を記入してください“
その日に審壷が終わらなかった
件数を記入してください“その他その他

医歸鼠会中等で保闘と
なっている件数を記入
してください．

医歸鼠会中等で保闘と
なっている件数を記入
してください．

で保卿と
数を記入

塞
郵
審
記
、
を

敦
・
計
画

件
合
い

了
の
さ

完
鼓
だ

毒
嘩
莚

塞
郵
審
記
、
を

敦
・
計
画

件
合
い

了
の
さ

完
鼓
だ

毒
嘩
莚

00

））〈〈

その他その他
ロロ

））（（

.総嘉錨鱗職憩調､｡ ’

’ 。 “ 。42. 31

審査が完了した件数を記入．してください。
(前回害壷経線となっているものも含む｡》 ’, |；

－ ’

その他その他

））（（

| “ ｜ 、 ’ 。 ’ “ ｜ ・ Iソ1' 。 ’ソ1‘ ’ ゾ36

一切

3142｜，合計，合計
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

3認定

3－3認定依頼

(1)認定依頼

’’ ロ内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､認
定医へ認定の依頼を行う。

ロ内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､認

定医へ認定の依頼を行う。

【参照】

精神障害については、【給
付指20j6-67]｢別添5
繍神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領｣P8～10，11，15

～18参照
＜認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①認定医は､認定調書の【認定医記入欄】に認定結果を記入し､【認定医の押

印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定カｲドﾗｲﾝ｣(以下､「力ｲドﾗｲﾝ｣という｡）の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定力ｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､認定医が記入し

たことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が不該当となる場合は､認定医が認定結果を記入し､その認定理

由について認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入すること。

なお､認定医が記入する場合は【認定医記入欄]を使用し､担当者が記入す

る場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入する。

ア認定医との認定に閏する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､認定医の

指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し､総括

表に認定医の印鑑を押印するc

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

【参照】

認定依頼にかかる事務取
扱については心【給付指
2016-67】別添4を参
照

<認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①認定医は､認定調書等の【認定医記入橘】に認定結果を記入する。

ガイドラインの適用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､認定医が記入し

たことを担当者が明確にわかるよう｢上記については認定医による記載のもので

す｡｣等の文言を記入すること。

認定結果が不該当となる場合は､認定医が認定結果を記入し､その認定理

由について認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入する。
－

←
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第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
3認定

’なお､認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用世､担当者が記入す

る場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入する。

ア認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､認定医

の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認し､総

括表に認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の認定医に対する認定依頼

’
口判断困難な等級変更等の事案は､別の認定医に対して医学的な意見の

依頼を行う。

＜別の認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の認定

医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指摘の

あった事案。

・ 認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ認定医の医学的判断が

必要との指摘があった事案。

・ 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

‐
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻

』

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない請求

書については､原則として受付拠点(市区町村､年金事務所又は街角オフィス)を経

由して請求者へ返戻する｡また篭障害年金センター直送分については､原則として障

害年金センターから請求者に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。
【補足】

届書を返戻せず､本人照会

を行い､処理を保留する場
合は､専題のBOX(赤色）

で保管し､年金給付受付シ
ステムの処理状態等r本人
照会日」を登録する。
本人照会が終了した場合
は､処理状態等｢本人照会
済日」を登録する。

(1)市区町村･年金事務所ゞ街角オフィスの窓口受付分

(1)－1市区町村｡年金事務所･街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

①返戻文書の作成

口市区町村受付分は､年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録

画面より｢外部返戻作成中｣を登録後､公劃返戻送付票を作成し､決裁

を受ける。

口年金事務所又は街角オフィス受付分は､年金給付受付システムにおい

て内部返戻情報登録画面より｢内部返戻作成中｣を登録後､四艶返戻

送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

受付拠点に応じ､年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能又は｢内

部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

【参照】

【障害審査支援システム

操作マニュアル】P75~
87｢5障害審査業務(5.10
～5.13)」

②返戻文書の送付

口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付した市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ返戻す

る。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。
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4返戻
■

(1)－2市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た市区町村､年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順

で行う。

①市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文

言により行い､年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に

回答期限を入力する。

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文

言により行い､年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に

回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

’’
口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管

せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗を共有管理する。

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管

せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口障害年金ｾﾝﾀｰの担当者は､提出期限までに市区町村､年金事務所

又は街角オフィス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日

を含む5営業日以内に文書又は電話により勧奨する。

口障害年金ｾﾝﾀｰの担当者は､提出期限までに市区町村､年金事務所

又は街角オフィス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日

を含む5営業日以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（1）－1を参照の

上､該当する市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ請求書を返戻す

る。

ー

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻

(2)年金事務所･街角オフィスの郵送受付分

(2)－1請求者への返戻処理

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分については､障害年金センターで点

検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

鯵照】

郵送分の返戻については、
【品管情2014-61*]
参照

①返戻文書の作成

’’
口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､亙遡返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

②返戻文書の送付

’’
口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､請求者へ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

．③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

口担当者は、日々､受付進捗管理システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

●再勧奨の提出期限

再勧奨の提出期限は､再提出期限(1回目)から15日経過した日を設定

する。

●再提出がない場合

再提出期限(1回目)から15日経過しても提出がないものは､速やかに再

提出の有無を確認する｡再提出がない場合､システム登録者は｢外部返戻

済｣として､システム上の処理を完結する。

■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

4返戻

(2)－2請求者への照会

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分について､審査において､職員による

補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して照会を行うときは､障害

年金センターから以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

’’
口請求者への照会は､口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口請求者への照会は､口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程度、

その他のものは原則1月程度)に設定する。

’’
口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容.進捗を共有管理する。

口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容.進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

口障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､(2)－1を参照の上､請

求者へ請求書を返戻する。

■■■■■■l■■■■
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻

(3)請求者からの直接郵送分

【参照】
郵送分の返戻について

は、 【品管情2014-61
※】参照

(3)－1請求者への返戻処理

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された請求書については､障害

年金センターで点検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

①返戻文書の作成

上記｢(2)－1｣の①を参照する。

②返戻文書の送付

上記｢(2)－1｣の②を参照する。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

上記｢(2)－1｣の③を参照する。

(3)－2請求者への照会

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された請求書について謡審査に

おいて､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して照会

を行うときは､以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

上記｢(2)－2｣の①を参照する。

②提出勧奨

上記｢(2)－2｣の②を参照する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

4返戻

(4)医師照会

医師照会とは､障害年金センターから直接医療機関へ照会するものをいう。

照会の際には､その根拠を示すため､精神の障害については､必要に応じて｢障

害年金の診断書(精神の障害用)記載要領～記載にあたって留意していただきたい

ポイント～｣に言及することにより､適切かつ充足した内容となるよう促すこと。

事務担当者は､照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を取り

ながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

【参照】

【障害審査支援システム

操作マニュアル】P63~
74｢5障害審査業務(5.6
ハゾ5.9)」

①医療機関への照会の方法･書類の保管

’
口医療機関への照会は、文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口医療機関への照会は、文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢医療機関等照

会｣を登録する。

●回答期限

回答期限は回答に必要な相当の期間(1月程度)に設定する。

’|・鯉薑鴛'脈保管賦赤…乱職岫容進．
口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗

を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢医療機関等回答｣を登録する。

②提出勧奨

’|･臺壼謹製壼重j欝雲妻二撫鯛墓舞
口障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(･|回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。

一

■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻
司藍

－

【参考】 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

(1)精神の障害にかかる本人等への照会について

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に関する状況

の詳細(病状等を含む｡）情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

【参照】

【給付指2016-67】「別
添5精神の障害に係る

等級判定ガイドライン凄
務処理要領｣P9参照

①照会文書で照会する内容は､請求者等本人や家族の負担に配慮し､既に提

出されている各書類の記載内容から確認することが困難な事項に限ることとす

る。

②事務担当者は照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を

取りながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残すこ

と。

③「日常生活及び就労に関する状況について(照会)｣を送付する場合は､次の

点に留意すること。

ア「障害年金にかかる日常生活状況等の照会について｣をあわせて送付する

こと。

イ既に提出されている各書類の記載内容から確認できている項目や､確認不

要となる項目は､あらかじめ斜線で抹消すること。

なお､斜線は職員が抹消したものか､本人等が抹消したものか区別するた

め､PC(エクセル)上で抹消対象の欄(セル)を｢セルの書式設定｣→｢罫線」

の設定により斜線を設定したうえで印刷したものにより照会すること。

ウ既定の項目に含まれない請求者(受給者)の個別の内容について照会をす

る必要がある場合には､照会様式の｢4‘その他の事項にかかる下記設問に

詳しく記入してください｡｣欄を使用して照会すること。

なお､機構における事務統一の観点から、日常生活及び就労に関する状況

について本人等へ照会する場合は､内容の如何にかかわらず､この照会様

式を使用することとし､任意様式の書面を使用しないこと。

エ照会文書の提出期限については､次表の目安を参考にして請求者等に過

度な負担とならないよう照会の内容に応じて十分な期間を設けて照会を行う

こと。

提出期限の目安照会事項

本人等のみが記載する申立書の追記等を依頼

する場合

「日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼

2週間程度

2週間程度

1月程度本人等を経由して医師照会を行う場合
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

4返戻

(2)提出期限後の督促

ロ期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

口期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

(参考）等級判定を行うにあたり､次表に例示するケースは､請求者(受給者)又は

診断書作成医へ照会を行うことが望ましい場合である。

主なケース

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ､「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

・診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

主なケース

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ､「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

･診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

照会先及び照会事項

請求者(受給者)から、日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

照会先及び照会事項

請求者(受給者)から、日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

㎡

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する陣

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する陣

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

I

障害年金審査業務マニュアル

288



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(1，2ページ）
2

､主l麺から璽鴎画げてぃ窪推､I へJ“－ 殻屋(騒禰 ］ ぞ勿蝋r l
日常牛芸通び戟労に関する状況について(關会）

この香鋼は､極書基浬〈厚雲1年全の蕃玉にあたって､鋳束者(受鎗者)ご不人の白常崖港我妻や
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について】

平成XX¥XX月XXII

○○○○棟

日本年金機櫛

○OO○○○○○

隙韓年金にかかるll常彬活状況等の照会について

l1頃より年金制鹿の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます轡

あなた様より[締求／届1M]のありました○○○○○○を辮査したとこ

ろ、総|ll瞥類に記職されたIﾉﾘ容に加えて、 日術生活及び就労の詳しい状

況に関する綴査が必要となりました。つきましてば、別添の様式『11"

生活及び就労に関する状況について（照会)」をご記入の上、 ‐ド記の提出

期限までにご提I11ください。

提出期限 ＃Iを成XX年XX月XXm

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いIやし上げます。

なお、やむを得ない理由等により提出期限までの対応が困難な場合や

不明な点がある場合は、下記までお問合せください。

※提州期限までに提illがない掛合は、現在拠H1していただいている書類のみ

で辮謹を進釣させていただく聯合がありますので、ご承知おきください。

【お問い合わせ先】

〒XXX-XXXX

○○市○○X-XX-XX

II本年金機櫛○○○○○○

○○○○グループ担当○○

通話XX-XXXX-XXXX

ロ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について(再依頼)】

平成年月 間

O○○○様

日本年金機朧

○○○○○○○○

|厭窯年金にかかる側術篭活状況等の照会について（得依頼）

側頃より年金制度の運営に対ずるご理解とご協力をいた麓さ、ありがとう

ございます。

先に〔諾求／IM1]がありましたrOOOOoo」を群査したところ、 側

常堆活や就労の聯しい状況に剛する碓總が必要となりましたので、過日、 『fi

端生活及び就労にI淵する状況について（照会)」のご提出をお願いする嘗而を

お送りしているところですが、 ××月xxH現在、提出の確脇ができていな

いことから、再度ご述籍させていただきました。

つきましては、同封しました『ロ術生活及び雛労に間する状況について（1m

会)」をご記入の上、 1等記の提州期限までに提出をお願いしま1－。

提出期限雫成××年××ﾒI××H

お手職詮おかけしますが、ご協力”ほどよろしくお噸い蚊します。

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

※本状と行き趣いですでにご擬州いただいている場合は、ご審赦瓶い主ず“

※礎出期限までに提出がない場合は、現在提出していただいている書瓶の

みで審壷を進めさせていただく場合がありますので、ご承知おきください．

【お問い合わせ先】

〒×××＝×xxx

○○市○○×一××××

日本年金雌機○○○○○○

○O○○グループ 拠当○○

電話×××xxxx×××

ー司

。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

匿霊調

4返戻
一

4－2返戻後の再受付

【参照】

書類の廃棄にかかる取扱
いについては、 【品管指2
Oj5-64]を参照

口返戻後､再受付した請求書等は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシール

を活用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返

戻後の再受付｣を登録する。

口返戻された請求書等を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

口返戻後､再受付した請求書等は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシール

を活用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返

戻後の再受付｣を登録する。

口返戻された請求書等を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

』
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｜

’

一一

第毒章

障害給付額改定請求割様式2個割

5．認定後の事務処理

」
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

5認定後の事務処理
d■■■■

5－1 認定結果の確認

(1)認定件数の確認

|口請求書と認定調書の突合及び総括表の件数を確認する。口請求書と認定調書の突合及び総括表の件数を確認する。

(2)認定結果の確認

1
1

’

1

口認定結果が障害認定基準や既に処分済の内容と整合性があるか確認を

行う。

口認定結果が障害認定基準や既に処分済の内容と整合性があるか確認を

行う。

①認定調書に記載されている診断書ｺｰドと傷病ｺｰドの整合性があるかを確

認する。

②認定調書の｢事務連絡｣､｢認定結果｣及び｢理由及び摘要｣欄を確認し､｢診

断書ｺｰド｣、「差引率｣及び｢併合認定｣等に誤りがないかについても確認する。

(3)年金給付受付システムへの登録

|口年金給付受付ｼｽﾃﾑに｢認定済(経過)｣を登録する。口年金給付受付システムに｢認定済(経過)｣を登録する。

5－2障害年金審査支援ツールへの登録

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては､鮨付指2016-67】
別添1参照
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第憲章

障害給付額改室請求割轍式童1Ⅱ＠号】

6．決裁
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障害年金審査業務マニュアル



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】

6決裁
■己一

6－1 決裁

｜ 口認定結果の確認が終了した診断書について､認定件数を確認し､総括表

に上長の決裁を受ける。

口認定結果の確認が終了した診断書について､認定件数を確認し､総括表

に上長の決裁を受ける。

’
－

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
6決裁

1

6－2非改定・却下処分

(1)手作業による処分通知書の作成･決裁

’
｜

’

口認定結果が継続となった場合は､手作業により処分通知を作成し､障害

年金センター長の決裁を受ける。

①障害基礎年金(市区町村受付)の場合は､処分通知書の写しを3部(起案・

編綴用､年金事務所送付用､市区町村あて送付用)作成する。

②障害基礎年金･障害厚生年金(年金事務所受付)の場合は､処分通知書の

写しを2部(起案･編綴用､年金事務所送付用)作成する。

ただし､前回の診査から1年を待たずに行われた額改定請求が､省令に定め

る事例に該当しなかった場合は､却下処分となり､診査日を更新する必要はな

いため､中央年金センターへの回付は不要である。

(2)厚生労働大臣の承認決裁

機構本部(高井戸)に対象者を報告し､国の承認を受ける。

年金給付受付システムに｢他省庁照会中｣･｢他省庁等回答｣を登録す

る。

ロ
ロ

(3)通知書の発送

年金給付受付システムに｢通知発送｣を登録する。

請求者あてに､処分通知書(正:カラー印刷)を発送する。

年金事務所あてに､(1)にて作成した処分通知書(副:モノクロ印刷)､諸

変更届書(写)､診断書(写)及び認定調書(写)を1部送付する。

口
□
□

①障害基礎年金(市区町村受付)の場合は､受付年金事務所あてに処分通知

書を2部送付すること｡処分通知書を送付された年金事務所は､1部を市区町

村あてに送付するb

②障害基礎年金･障害厚生年金(年金事務所受付)の場合は､受付年金事務

所あてに処分通知書を1部送付する。

(4)請求書の管理.保管
1

1
□(3)の終了後､定期的に箱詰めし､倉庫に搬出を行う。

一
山
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回付



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
7中央年金センターへの回付

7－1 中央年金センターへの回付

(1)回付準備

口決裁が完了したものは､認定調書のデータ記入欄に傷病ｺｰド､診断書コ

ード､認定結果を朱書きで記入する。

口改定がある場合(診査年月日のみの変更も含む｡）は､中央年金センター

支払Gに入力依頼するための回付データを作成する。

前回の診査から1年を待たずに行われた額改定請求が､省令に定める事例に

該当しなかった場合は､却下処分となり､診査年月日を更新する必要は無いた

め､中央年金センターへの回付は不要である。

(2)引継簿の作成

’’
口受付日、引継先課(室)･グループ､引継件数､引継理由､引継日、受領

日が明確となる引継簿を作成する。

(3)中央年金センターへの回付

’
口年金給付受付システムに｢回付中｣と登録し､中央年金センター支払Gへ

回付する。

0
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第e章障害給付加算額，加給年金韻加算開始事闇

該当届

■

【要件】

平成23年4月1日に､国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27

号｡以下｢障害年金加算改善法｣という｡)が施行され､障害等級が1級又は2級の障害年

金受給権者については､障害年金の受給権が発生した後に､婚姻や出生などの事実が発生

し､生計を維持する配偶者又は子を有するに至った場合にも､その事実が発生した時点から

将来に向かって加算を行うものとされた｡そのため､配偶者又は子を有するに至った事実が

発生した曰を確認した上で､生計維持関係の認定を行う。

なお､障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)より前において､受給権発生後

に生計を維持する配偶者又は子を有している場合には､平成23年4月から配偶者加給年

金の加算又は子の加算が行われる｡この場合､障害年金加算改善法施行日の前日(平成

23年3月31日)における生計維持関係の認定を行う。

また､障害基礎厚生年金又は障害基礎･共済年金受給権者であって､障害年金加算改

善法施行日の前日(平成23年3月31日)において配偶者が65歳に到達しており(大正

15年4月1日以前生まれの者は除く)､受給権者が配偶者の生計を維持している場合､配

偶者加給年金を加算することはできないため､当該配偶者の老齢基礎年金に対して振替加

算が行われる｡この場合､障害年金加算改善法施行日の前日から施行日(平成23年3月

31日から平成23年4月1日)まで引続き生計維持関係にあることを確認する。

なお､この振替加算は､障害年金加算改善法施行時点における経過措置である｡平成23

年4月1日以降に婚姻等をしても当該振替加算は行われない｡

【要件】

平成23年4月1日に､国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27

号｡以下｢障害年金加算改善法｣という｡)が施行され､障害等級が1級又は2級の障害年

金受給権者については､障害年金の受給権が発生した後に､婚姻や出生などの事実が発生

し､生計を維持する配偶者又は子を有するに至った場合にも､その事実が発生した時点から

将来に向かって加算を行うものとされた｡そのため､配偶者又は子を有するに至った事実が

発生した曰を確認した上で､生計維持関係の認定を行う。

なお､障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)より前において､受給権発生後

に生計を維持する配偶者又は子を有している場合には､平成23年4月から配偶者加給年

金の加算又は子の加算が行われる｡この場合､障害年金加算改善法施行日の前日(平成

23年3月31日)における生計維持関係の認定を行う。

また､障害基礎厚生年金又は障害基礎･共済年金受給権者であって､障害年金加算改

善法施行日の前日(平成23年3月31日)において配偶者が65歳に到達しており(大正

15年4月1日以前生まれの者は除く)､受給権者が配偶者の生計を維持している場合､配

偶者加給年金を加算することはできないため､当該配偶者の老齢基礎年金に対して振替加

算が行われる｡この場合､障害年金加算改善法施行日の前日から施行日(平成23年3月

31日から平成23年4月1日)まで引続き生計維持関係にあることを確認する。

なお､この振替加算は､障害年金加算改善法施行時点における経過措置である｡平成23

年4月1日以降に婚姻等をしても当該振替加算は行われない｡

概要概要

1．配偶者加給年金及び子の加算

【対象者】

生計維持関係の認定を行う時点において､〈表"|>の｢障害年金受給権者の年金給付の

種類(年金ｺｰド)｣欄に掲げる障害年金の受給権者であって､「配偶者加給年金の対象と

なる配偶者｣及び｢子の加算の対象となる子｣棚に掲げるいずれかの要件を満たす配偶者

又は子を有している場合には､障害年金加算改善法の対象者となる。

1．配偶者加給年金及び子の加算

【対象者】

生計維持関係の認定を行う時点において､〈表"|>の｢障害年金受給権者の年金給付の

種類(年金ｺｰド)｣欄に掲げる障害年金の受給権者であって､「配偶者加給年金の対象と

なる配偶者｣及び｢子の加算の対象となる子｣棚に掲げるいずれかの要件を満たす配偶者

又は子を有している場合には､障害年金加算改善法の対象者となる。

llll
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様式第堂29-1号

目的 障害年金の受給権発生後に生計維持関係が生じた配偶者､子の加算にかかる届出
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〈表1＞配偶者加給年金及び子の加算の対象者(障害年金受給権者）

障博年金受給髄瀞の 配偶材加総年繼の対敏
区 子の加謙の対蝶と雄る

年鑑:付の諏翻 となる混叫蕃
分 子

（年金二一ド） （ﾘ「爽添関係富む）

"w繍柵“

○腕脚進礎年金

〈5350,2650,6350）

○陣11fKI強【旧法岬i皇】

〈0620）

回○脈欝遜礎.陣生年金
○歸職末識である ○”鰻未満であって障寝郁鞭1

〈13”
級又は2艇に薙罰･りる陣沓の

○瞭縛逃礎・比涜ｲド金
○大鷹i5年4jlI I1 状態にある

（1350.1370）
以剛生まれである

（※1）（※2）

018鮫に途寸-る間以後の股初の3
0隙欝年金【''1法厚年】

ノ131側室での間にある
○礎件なし

回蝋懲!順"“ 3駕鮭癒し， O障蒋騨紐1綴叉は2級に縦叫す

る陣膨の状態にある_(維締制服
（”10）（※3）

なし）

（※1）障害等級1級又は2級の者に限る。

（※2）子の加算は基礎年金部分に､配偶者加給年金は厚生年金又は共済年金部分に

加算される。

（※3）職務外の事由による障害年金(旧法船保)については､障害等級1級又は2級の

者に限る｡職務上の事由による障害年金(旧法船保)については_障害等級,級～

5級の者に限る。

【障害の程度の認定】

障害の程度の認定は、障害年金センターにおいて､国年令別表に規定されている｢障害

の程度｣に加え､｢障害等級認定基準｣に定めるところにより行われる。

【加算開始月】

①障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)より前において､受給権発生後

に生計を維持する配偶者又は子を有している場合には､平成23年4月から配偶者

加給年金の加算又は子の加算が行われる。

②障害年金加算改善法施行日(平成23年4月1日)以降において､受給権発生後

に生計を維持する配偶者又は子を有することとなった場合には､生計を維持すること

となった日の属する月の翌月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われる。

区分

回

！

回

障博年金受給俄瀞の

年鑑勝付の諏翻

(年金＝一ド）

○腕脚遮礎年金

<5350,2650,6350）

○陣’fKI強【旧法卿年】

<0620〕

O肺欝避礎・陣生年金

〈13”

○瞭縛逃礎・比涜ｲド金

(1350.1370）

(※1）（※2）

O隙欝年金【''1法厚年】

（0330）

O脈秤年金【柵法船係】

(”IC）（※3）

配仙櫛加総年紘の対象

となる混叫符

(W｢爽嫌関係含む）

口
065職末淡である

0大鷹15年4jl I I1

以剛生まれである

○礎件なし

〔隼馳制隈なし）

子の加嫌の対離と雄る

子

○18識に進する日以後の般例の3

〃31H表での間にめる

○”鰻未満であって陣寝郁畿1

級又は2綴に織りi･りる障沓の

状態にある

018鮫に途寸~る日以後の股初の3

ノ'31側室での間にある

O陳両聯紐1紐叉は2級に雄叫す

る陣悔の状態にある（雛肺制限

かし）
一


